
 

令和６年度第１回生駒市法令遵守委員会会議録（要旨） 

 

日  時：令和 6 年 5 月 23 日（木）午後 3 時 00 分～午後 4 時 10 分 

場  所：生駒市役所 ４階 ４０２会議室  

出 席 者：【委 員】 八木委員長、渡邊委員、中西委員 

【事務局】 川口総務課長、酒見総務課課長補佐、 

      葛葉総務課法制係長、金剛総務課法制係係員 

 

会議内容： 

１ 令和５年度第６回委員会会議録の確認 

・意見なしにより承認 

 

２ 法令遵守推進制度の運用状況（令和 6 年 2～4 月分）について 

（事務局） 資料 2 で説明。今回は令和 6 年 2・3 月分として、個人から 3 件、公職者から 2 

     件の計5件の要望等記録があり、不当要求行為が疑われるという報告が2件あった。 

     また、令和 6 年 4 月分として、個人から 1 件、公職者から 2 件の計 3 件の要望等 

     記録があり、不当要求行為が疑われる報告はなかった。 

（委 員） No.64 と No.65 は同一人物か。 

（事務局） 同一人物である。 

（委 員） No.64 については、長時間の対応となっているがどうか。 

（事務局） この要望者の件については、組織としての対応が必要だと考えており、担当課と

の情報共有もしている。 

（委 員） No.67 について、対応は終了したという理解で良いか。 

（事務局） そうである。庁内で再度協議を行った結果、部分的な補修を行うこととなり、要 

     望者も納得したということである。 

（委 員） 令和 6 年度分の No.1 について、不当要求行為の可能性はないのか。 

（事務局） 担当課に確認したところ、以後要望者からの連絡もないため、今後組織として対

応するものではないという判断によって不当要求行為の可能性なしとしたもの。 

（委 員） 一回限りで対応が終了すると、内容に関わらず不当要求行為の可能性なしという

判断にされることが多いと感じる。ただ、ここ数年は、不当要求行為の可能性有り

とする件数は増えてきている｡ 

 

３ 令和５年度法令遵守推進制度に係る報告書（案）について 

 ・意見なしにより承認。 

 

４ その他 

次回の会議は、令和６年８月２１日（水）午後３時から開催することとした。 

 

〔配布資料〕 

〔資料１〕令和５年度第６回法令遵守委員会会議録（案） 



 〔資料２〕法令遵守推進制度の運用状況表（令和５年度、令和６年度） 

〔資料３〕要望等記録一覧表（令和５年１２月～令和６年３月分） 

〔資料４〕要望等記録票兼報告書（令和６年２月～４月分） 

〔資料５〕令和５年度法令遵守推進制度に係る報告書（案） 


